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市
で
は
、市
民
の

皆
さ
ん
の
安
全
で
快

適
な
生
活
環
境
を
守

る
た
め
、平
成
十
九

年
に「
芦
屋
市
清
潔

で
安
全
・
快
適
な
生

活
環
境
の
確
保
に
関

す
る
条
例
」（
通
称
・

市
民
マ
ナ
ー
条
例
）

を
制
定
し
、歩
行
喫

煙
、た
ば
こ
の
吸
い

殻
・
空
き
缶
等
の
投

げ
捨
て
、飼
い
犬
の

ふ
ん
の
放
置
、夜
間

花
火
、落
書
き
等
の

禁
止
を
定
め
ま
し
た
。

　

ま
た
平
成
二
十
一

年
に
は
、皆
さ
ん
の

ご
意
見
を
受
け
、
潮

芦
屋
ビ
ー
チ
周
辺
で

の
花
火
を
終
日
禁
止

と
す
る
改
正
を
行
い

ま
し
た
。

　

現
在
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
と
共
に
、
美

し
く
清
潔
な
ま
ち
づ
く
り
へ
の
取
り
組
み

を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
さ
ら
に

最
近
、
芦
屋
川
流
域
や
キ
ャ
ナ
ル
パ
ー
ク

護
岸
で
の
バ
ー
ベ
ー
キ
ュ
ー
等
に
つ
い
て
、

煙
・
騒
音
・
違
法
駐
車
・
ご
み
の
放
置
等
、
多

く
の
問
題
が
生
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ

れ
を
禁
止
し
て
ほ
し
い
と
の
声
が
、
多
く

寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
キ
ャ
ナ
ル
パ
ー
ク
水
路
周
辺

の
住
宅
で
は
、
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
の

航
行
に
よ
る
騒
音
等
の
問
題
が
生
じ
て
お

り
、
こ
れ
を
規
制
し
て
ほ
し
い
と
の
要
望

が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
を
受
け
、
市
で
は
、
条
例
改
正

に
向
け
て
「
芦
屋
川
流
域
及
び
キ
ャ
ナ
ル

パ
ー
ク
護
岸
で
の
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
等
の
禁

止
」お
よ
び「
キ
ャ
ナ
ル
パ
ー
ク
水
路
で
の

指
定
さ
れ
た
時
間
に
お
け
る
プ
レ
ジ
ャ
ー

ボ
ー
ト
等
の
航
行
禁
止
」
を
規
定
す
る
素

案
を
ま
と
め
ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り

案
の
縦
覧
を
行
い
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の

ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。
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十
二
月
十
一
日
〜
平
成

　
　
　
　
　
　
　

二
十
三
年
一
月
十
一
日
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様
式
は
問
い
ま
せ
ん
が
、

　
　
　
　
　
　

住
所
・
氏
名（
団
体
等
は
名

　
　
　
　
　
　

称
・
代
表
者
氏
名
）・
年
齢
・

　
　
　
　
　
　

電
話
番
号
を
明
記
し
て
、

　
　
　
　
　
　

郵
送
・
フ
ァ
ク
ス
・
メ
ー
ル

　
　
　
　
　
　

ま
た
は
持
参
の
い
ず
れ
か

　
　
　
　
　
　

で
環
境
課
へ
。

※
電
話
・
窓
口
で
の
口
頭
に
よ
る
ご
意
見

　

は
お
受
け
で
き
ま
せ
ん
。
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十
二
月
一
日（
水
）

　

か
ら
、市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ほ
か
、市
役
所

　

北
館
一
階
行
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
・
ラ
ポ
ル

　

テ
市
民
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
・
図
書
館
・

　

公
民
館
図
書
室
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

�
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市
の
見
解
と
と
も
に
、

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
氏
名
等
非
公
開
）で
。

　

ま
た
、個
別
の
回
答
は
い
た
し
ま
せ
ん
。
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�����　阪神間都市計画（芦屋国際文化住宅都市建設計画）緑地の変更
�����　12月２日～16日・平日の執務時間内
�����　10号海洋緑道の決定〈海洋町・南浜町の各一部／約0.2ha／植栽・園路〉
�����　都市計画課
��������

　この案について、住民および利害関
係者は縦覧期間中に芦屋市に意見書を
提出（上記縦覧場所へ）することができ
ます。
　意見書は、個人情報以外は都市計画
審議会の資料として公表されます。
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　「花と緑いっぱいのまちづくり」をさらに推進するため、平成20年１月に「芦屋市
緑の基本計画」を策定し「早期に取り組む施策」として「緑の保全地区の指定」を位置
づけています。この基本計画により、現在緑ゆたかな閑静な住宅地を形成している
三条町・山芦屋町・山手町・東芦屋町・東山町・朝日ケ丘町の各々の一部の区域を緑の
保全地区に指定しようとするものです。
�����　山手東地区・山手西地区・朝日ケ丘町地区緑の保全地区
�����　12月２日～16日・平日の執務時間内
�����　都市計画課
��������

　この案について、土地に関する
利害関係者は縦覧期間中に芦屋市
長宛に意見書を提出（上記縦覧場
所へ）することができます。
　意見書は、個人情報以外は都市
計画審議会の資料として公表され
ます。
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　私たちは、毎日テレビを見たりお風呂に入った
り、自動車に乗ったりしています。地球温暖化の
原因を、日々の生活の中で私たちが作っていると
いえます。二酸化炭素の発生を減少させるため、
日々の暮らしの中でできることから始めましょう。
�������	
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�
�����
　〈阪神地域ノーマイカーデー〉〈マイ電車・マイバスの日〉
�������	
����������
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���〈主電源オフ運動〉
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　市では、市民の皆さんの写真でつづった市制施行70周年記念写
真集「芦屋の四季・70選」を発行・発売しています。
　市制施行70周年の記念として、市民の皆さんがつづった現在の
芦屋風景を、お手元に残しておかれませんか。

　記念写真集「芦屋の四季・70選」は、下記でお求めいただけます。
����　菊判・120ページ（表紙等別）／上製本・カラー印刷
����　1,000円　
����　行政情報コーナー（市役所北館１階）・
　　　　　ラポルテ市民サービスコーナー
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　　　■特優賃入居資格があるかたで、上記期間に新規に入居申し込みをする世帯の内、入居しよう
　　　　とする家族全員の所得月額が322,000円以下（＊団地により445,000円以下）のかた。

����
■契約時点で「60歳以上の親と
　同居する」世帯。

■契約時点で「22歳までの子ど
　もを扶養し、同居する」世帯。

■申し込み日現在、過去１年以内
　に婚姻届を出している新婚世帯、
　もしくは契約日以後３カ月以内
　に入籍可能」な新婚世帯。

■一般入居者負担額に対して、月額15,000円を補助。
■補助期間は、適用資格を確認した後、翌月から最長５年間。
　（ただし当該団地の特優賃管理終了時、〈特優賃の用途廃止は借上契約の解除の時を含む〉までとする）
■いずれかの１プランのみ適用を受けることができ、他プランとの併用は認めない。

����

�������	�■毎年の収入調査により、家族全員の所得月額が322,000円（または445,000円）を超えた
　とき　■軽減期間中であっても、婚姻関係がなくなったり、対象資格に該当しなくなったとき
������■すでに特優賃住宅にお住まいのかたや、通常の申し込みにより入居した後に、このプランに
　該当する場合であっても、軽減の対象としない
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�������	
�　月額40,000円軽減
�������	
�������
�����　月額30,000円軽減
�������	
����������������　月額20,000円軽減
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　国際連合は、昭和23年（1948
年）の第３回総会で「世界人権宣
言」が採択されたのを記念し、昭
和25年（1950年）第５回総会にお
いて、「世界人権宣言」が採択さ
れた12月10日を「人権デー」と定

めるとともに、すべての加盟国にこれを記念する行事
を実施するように呼びかけています。
　法務省と全国人権擁護委員連合会は、「世界人権宣
言」が採択された翌年の昭和24年から毎年12月10日の
「人権デー」を最終日とする１週間を「人権週間」と定め、
人権尊重思想の普及高揚のための啓発活動を全国的に
展開しています。
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���　12月８日（水）午後１時30分～３時30分（１時
開場）　���　ルナ・ホー
ル　���　先着650人　
���　２歳以上の幼児
（無料）〈要予約〉　���　
認知症の義母を通して、家
族の再生と人間の無限の可
能性を描いた作品

�������������	�
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��

���　12月８日（水）午後３時
40分～４時30分　���　ル
ナ・ホール（手話通訳・要約筆記
あり）　���　松井久子氏　
���　先着650人　���　
２歳以上の幼児（無料）〈要予約〉

��������	
���

����　12月７日（火）午前９時～10時
����　ＪＲ芦屋駅・阪神芦屋駅周辺
����　人権擁護委員・
　　　　　神戸地方法務局西宮支局

����

　いじめ・いやがらせ、名
誉棄損、信用問題その他
人権に関することでお困
りのかたは、人権相談を
ご利用ください
　秘密は厳守しますので、
どなたでも、お気軽にご
相談ください。〈要予約〉
���　①12月７日（火）
　　　　②12月28日（火）
　　　　午後１時～４時
���　市役所北館２階
　　　　　　　会議室２
���　人権擁護委員が
　　　　相談に応じます。
　　　　  〈１人・１時間〉
��������	
����

　

本
市
が
昨
年
度
実
施
し
た
「
人
権
に
つ

い
て
の
市
民
意
識
調
査
」
で
、「
女
性
が
働

き
や
す
い
社
会
の
仕
組
み
を
作
る
」
こ
と

が
女
性
の
人
権
を
守
る
た
め
に
最
も
必
要

で
あ
る
と
す
る
調
査
結
果
が
九
年
前
の
調

査
に
引
き
続
い
て
出
ま
し
た
。
こ
う
し
た

問
題
意
識
は
、
全
国
共
通
と
い
え
ま
す
。

　

人
は
、
働
く
こ
と
を
通
じ
て
広
く
社
会

と
つ
な
が
り
、
社
会
に
貢
献
し
、
自
己
実

現
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
、
経
済
的
な
安

定
や
自
立
も
可
能
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
、

現
実
に
は
、
女
性
が
働
き
続
け
に
く
い
状

況
が
ま
だ
ま
だ
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
採

用
時
、
給
与
面
、
昇
進
・
昇
格
、
教
育
訓

練
、
福
利
厚
生
等
々
、
就
労
の
さ
ま
ざ
ま

な
場
面
で
、
直
接
的
あ
る
い
は
正
規
・
非

正
規
と
い
っ
た
雇
用
形
態
の
違
い
を
通
じ

て
間
接
的
に
、
男
女
格
差
が
根
強
く
存
在

し
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
女
性
が
、
家

事
や
育
児
、
介
護
等
の
た
め
に
意
に
反
し

て
退
職
せ
ざ
る
を
得
ず
、
仕
事
の
継
続
や

復
帰
が
難
し
い
実
態
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
実
態
は
、
女
性
の
人
権
か
ら

み
る
と
、
男
女
平
等
の
点
で
ま
ず
問
題
で

す
。
ま
た
、
女
性
の
職
業
人
と
し
て
の
自

己
実
現
が
阻
害
さ
れ
、
勤
労
権
や
職
業
選

択
の
自
由
が
実
現
さ
れ
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、

女
性
の
人
間
と
し
て
の
自
己
実
現
の
有
力

な
機
会
が
奪
わ
れ
る
こ
と
で
、
人
間
の
尊

厳
や
幸
福
追
求
権
が
守
ら
れ
な
い
こ
と
に

な
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
憲
法
が
保
障
す
る

大
切
な
人
権
で
す
。

　

そ
う
し
た
状
況
を
生
み
出
す
要
因
は
複

数
あ
っ
て
、
し
か
も
相
互
に
結
び
つ
い
て

い
ま
す
。
ま
ず
、「
男
は
仕
事
、
女
は
家

庭
」
と
い
う
性
別
役
割
分
担
意
識
が
ま
だ

ま
だ
根
強
く
残
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
さ

ら
に
、
育
児
や
介
護
を
抱
え
る
女
性
が
、

仕
事
を
諦
め
ず
に
済
む
よ
う
な
援
助
制
度

が
な
か
な
か
効
果
を
あ
げ
な
い
こ
と
や
、

都
市
部
で
特
に
、
保
育
・
介
護
施
設
が
絶

対
的
に
不
足
し
て
い
る
こ
と
等
で
す
。
こ

れ
ら
の
事
情
が
相
ま
っ
て
、
家
事
・
育
児

や
介
護
等
を
理
由
に
、
意
に
反
し
て
退
職

せ
ざ
る
を
得
な
い
女
性
が
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
の
結
果
、
終
身
雇
用
制
下
の
職

場
で
は
、
女
性
の
労
働
力
一
般
へ
の
評
価

が
、
男
性
の
そ
れ
に
比
べ
て
低
く
見
積
も

ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
打
開
す
る
べ
く
、
国

や
地
方
公
共
団
体
は
一
九
八
〇
年
代
半
ば

に
職
場
で
の
男
女
平
等
の
実
現
か
ら
出
発

し
、
一
九
九
九
年
以
降
は
、
社
会
の
あ
ら

ゆ
る
場
面
で
男
女
平
等
が
達
成
さ
れ
る

「
男
女
共
同
参
画
社
会
」
の
実
現
と
い
う

目
標
を
設
定
し
、
さ
ら
に
二
〇
〇
七
年
に

は
、
そ
う
し
た
目
標
の
達
成
に
は
、
意
に

反
し
て
仕
事
一
辺
倒
に
な
っ
て
い
る
男
性

側
へ
の
配
慮
も
欠
か
せ
な
い
と
い
う
こ
と

で
、
男
女
の「
労
働
と
生
活
の
調
和（
ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
）」の
実
現
を
目
標

に
追
加
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、目
標
実
現

の
た
め
に
こ
れ
ま

で
種
々
の
施
策
を

繰
り
出
し
、
女
性
が

希
望
す
れ
ば
仕
事

を
続
け
ら
れ
る
条

件
の
整
備
等
を
進

め
て
き
た
の
で
す
。

　

そ
れ
で
も
、
本
市

の
調
査
結
果
に
も

あ
る
と
お
り
、
目
標

達
成
が
近
い
と
の

実
感
を
持
て
な
い

現
状
が
あ
り
ま
す
。

　

で
は
、
さ
ら
に
何

が
必
要
な
の
か
。

や
は
り
、
性
別
役
割
分
担
意
識
の
改
善
の

た
め
に
、
次
代
を
担
う
若
い
層
を
中
心
に

地
道
な
啓
発
を
続
け
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

加
え
て
、
働
く
と
い
う
こ
と
に
関
し
て

は
、
組
織
ト
ッ
プ
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と

管
理
職
の
意
識
変
革
を
促
す
施
策
が
と
り

わ
け
重
要
で
す
。

　

今
後
、
少
子
高
齢
化
の
進
展
で
女
性
労

働
力
の
有
効
活
用
が
ま
す
ま
す
欠
か
せ
な

く
な
り
ま
す
。
こ
の
点
を
経
営
戦
略
に
関

わ
る
問
題
と
位
置
付
け
て
、
就
労
環
境
を
、

男
女
の
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
実

現
に
向
け
て
ど
れ
だ
け
整
備
で
き
る
か
が
、

組
織
の
生
き
残
り
を
左
右
す
ら
す
る
と
の

認
識
を
促
す
必
要
が
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　

そ
の
こ
と
に
気
付
き
始
め
た
組
織
も
、

徐
々
に
で
す
が
増
え
て
い
ま
す
。
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　関西学院大
学法学部長。
労働法専攻。
　就業規則の
不利益変更の
効力や労働時
間法制、従業
員代表法制、
有料職業紹介

規制のあり方など、わが国での
問題の解決に貢献。
　芦屋市男女共同参画推進審議
会委員、兵庫労働局・紛争調整委
員会委員。
　著書に「現代労働法と労働者
概念」（信山社）ほか。
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���（○は３つまで）
　女性の人権を守るの
に特に必要なことはど
のようなことだと思わ
れますか。

�����
　「女性が働きやすい
社会の仕組みを作る」
が68.5％で最も多く、
次に「性犯罪の取締り
を強化する｣が31.9％、
「女性のための人権相
談所や電話相談を充実
させる｣が25.9％となっ
ています。
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●平日の昼間は水道部へ
お尋ねください。

●土曜日・日曜日・祝日
は市役所（�31-2121）へ
お尋ねください。

●夜間の修理は右の業者
が待機しています。
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　自治会やグループで管理している公園・公共の花壇・店舗、
またご自宅の庭（道路から見るだけでも可）を公開していた
だけるかたのご応募、推薦をお願いします。
�����　平成23年４月16日～29日・午前10時～午後４時
�����　所定の申請用紙に必要事項を記入し、パンフ
レットに掲載する写真（サービス版）を添えて、12月24日（金）
までに郵送または直接持参で下記へ

�������	
�������
�����　平成23年３月中旬　�����　10,000部　
�����　１枠（34㎜×132㎜）15,000円＊10枠程度
�����　12月24日（金）までに下記へ

　花と緑関連のコンクールで、次
の２団体が表彰されました。
�������	
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�����■レスタージュ芦屋北棟
　　　　　・南棟グリーンクラブ
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■レスタージュ芦屋北棟・南棟グ
　リーンクラブ
■アシアン・ユリオプス


